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訴訟の提起に関するお知らせ 

 

今般、当社は下記の原告から雇用契約上の地位確認及び金員の支払請求に関する労働審判を申し立て

られ、労働審判手続において交渉してきましたが、裁判所の調停勧告による審判が出されたにもかかわ

らず、原告の異議申立てによる通常訴訟手続の移行の書面を本日受け取りましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記  

１．当該訴訟の提起があった裁判所 

大阪地方裁判所  

 

２．原 告 

松本 敬一  

 

３．当該訴訟の内容 

原告とは、大阪支店において不動産事業を開始するに際して、前々代表者が労働契約書を締結いたし

ましたが、その契約内容は業務委託契約に他ならず、当社が大阪支店の閉鎖に伴い、原告に対して契約

解除したものであります。 

そのため、原告が雇用契約上の地位確認及び金員の支払請求を求めて、労働審判を申し立て、その労

働審判手続において３回にわたり、交渉を重ねてまいりましたが、裁判所の調停勧告に対する原告の抵

抗が強く、審判が出されたにもかかわらず、その内容を潔くとしない原告から異議申立てがなされ、通

常訴訟手続に移行したものであります。 

 

４．今後の見通し  

当社は、原告との契約を適法に解除しており、また、労働審判においても、最良な金額提示をして、

和解交渉に臨んでおります。そのため、原告からの請求に対しては、法廷の場において適切に対応して

いく所存であります。  

なお、本訴訟が当社業績に与える影響は現時点では明らかでありませんが、開示すべき事項が発生

した場合には、速やかにお知らせいたします。 

以上 


